
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年７月 

 
調３・４・２号線（水道道路）周辺 

を開催します! 
この度、調布都市計画道路３・４・２号水道道路線（以下、「水道道路」といいます。）の沿道

地区・周辺地区のまちづくりの方針及び先行して進める水道道路沿道地区のまちづくりルール（用

途地域等・地区計画）の素案を取りまとめました。内容説明及び意見交換を行うため、まちづく

り懇談会を開催します。ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。 

市ホームページ 

市YouTube 

まちづくり懇談会への参加が難しい場合は、説明動画を ７月17日（金）から
８月23日（日）まで、狛江市公式YouTube チャンネルでもご覧いただけますの
でご活用ください。右の二次元コードからご覧ください。 
 
 
 また、説明動画の配信期間中には、市ホームページから内容に関するご意見等
を提出いただけます。右の二次元コード、又は以下のURL からご覧ください。 
 

説明動画の配信   

※電話等による口頭でのお申込みは受付できません。 

※申込多数の際は、抽選とさせていただきます。抽選結果は電話又はメールでお知らせします。 

 

次の①②いずれかの方法でお申し込みください。締切：７ 月 13日(月） 

※両日とも同じ内容です。ご都合のよい時間帯をお申込みください。 

 
各回 40名 

南部地域センター 多目的ホール（狛江市猪方四丁目11番1号） ※裏面参照 

令和８年 

７月 １７ 日(金)18：30 ～20:00 

７月 １８ 日(土)10：30 ～12:00 

申込 

定員 

場所 

日時 

⇒右の二次元コードから 
アクセスしてください。 

WEB フォーム 

・件名：「水道道路周辺まちづくり懇談会」 

・氏名(漢字・ふりがな）： 

・住所： 

・電話番号(日中繋がるもの）： 

・希望する日時： 

 

⇒以下の申込事項を記入し、 
まちづくり推進課（裏面参照）へ。 

 

②郵送かファックスまたはメールで申込み 
 ※郵送の場合は、７月 13 日（月）消印有効 

①ＷEＢフォームで申込み 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

水道道路は、東京都が令和３年２月に事業認可を取得し、現在整備を進めています。狛江市では、

令和２年度より、水道道路沿道及び周辺におけるまちづくりの検討を進めてきました。 

この度の懇談会のテーマは、①水道道路沿道地区・周辺地区のまちづくり方針、②先行して進める

水道道路沿道地区のまちづくりルールとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※過去のまちづくりニュースは市のホームページから閲覧いただけます 

 

【お問合せ先】 狛江市 都市建設部 まちづくり推進課 都市計画係  

〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目１番５号 

TEL：03-3430-1309 FAX：03-3430-6870 

メール：tokeit01@city.komae.lg.jp 

懇談会のテーマ 

会場案内図 

 
 

 
水道道路沿道の利便性向上により 

にぎわいのあるまち 

農地と住宅が調和したまち 

 

②先行して進める水道道路沿道地区の 
まちづくりルール 

安心・安全で災害に強いまち 

①水道道路沿道地区・周辺地区の 
まちづくり方針 

水道道路周辺地区 

水道道路沿道地区 

会場：南部地域センター 多目的ホール 

場所：狛江市 猪方四丁目 11 番 1 号 

懇談会会場 

南部地域センター 


